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在留資格一覧表

在留資格 該当例 在留期間

外交
外国政府の大使，公使，
総領事，代表団構成員等
及びその家族

外交活動の期間

公用

外国政府の大使館・領事
館の職員，国際機関等か
ら公の用務で派遣される
者等及びその家族

５年，３年，１年，
３月，３０日又は
１５日

教授 大学教授等
５年，３年，１年
又は３月

芸術 作曲家，画家，著述家等
５年，３年，１年
又は３月

宗教
外国の宗教団体から派遣
される宣教師等

５年，３年，１年
又は３月

報道
外国の報道機関の記者，
カメラマン

５年，３年，１年
又は３月

１号

イ

ロ

ハ

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究，研究の指
導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を
自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研
究，研究の指導若しくは教育をする活動
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは
人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は
当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を
行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動
と関連する事業を自ら経営する活動

２号

イ

ロ

ハ

ニ

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究，研究の指導又は教育をする活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属す
る知識又は技術を要する業務に従事する活動
本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の
管理に従事する活動
２号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授，芸術，宗教，
報道，法律・会計業務，医療，教育，技術・人文知識・国際業務，興行，技能の
項に掲げる活動（２号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。）

経営・管理 企業等の経営者・管理者
５年，３年，１年，
４月又は３月

法律・
会計業務

弁護士，公認会計士等
５年，３年，１年
又は３月

医療 医師，歯科医師，看護師
５年，３年，１年
又は３月

研究
政府関係機関や私企業
等の研究者

５年，３年，１年
又は３月

教育
中学校・高等学校等の語
学教師等

５年，３年，１年
又は３月

技術・
人文知識・
国際業務

機械工学等の技術者，通
訳，デザイナー，私企業
の語学教師，マーケティン
グ業務従事者等

５年，３年，１年
又は３月

企業内転勤
外国の事業所からの転勤
者

５年，３年，１年
又は３月

興行
俳優，歌手，ダンサー，プ
ロスポーツ選手等

３年，１年，６月，
３月又は１５日

技能

外国料理の調理師，ス
ポーツ指導者，航空機の
操縦者,貴金属等の加工
職人等

５年，３年，１年
又は３月

※　平成２７年４月現在

本邦において行うことができる活動

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員，条約若しく
は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の
世帯に属する家族の構成員としての活動

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同
一の世帯に属する家族の構成員としての活動（この表の外交の項に掲げる活動を除く。）

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究，研究の指導又
は教育をする活動

収入を伴う音楽，美術，文学その他の芸術上の活動（この表の興行の項に掲げる活動を
除く。）

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

高度専門職

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行
う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって，我が国の学術研究又は
経済の発展に寄与することが見込まれるもの

ポイント制による高度人
材

１号は５年，
２号は無期限

１号に掲げる活動を行った者であって，その在留が我が国の利益に資するものとし
て法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動（こ
の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないことと
されている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。）

外国法事務弁護士，外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされてい
る法律又は会計に係る業務に従事する活動

医師，歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に
従事する活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動（この表の教授
の項に掲げる活動を除く。）

本邦の小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校，専修学校又は各種
学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の
教育をする活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学，工学その他の自然科学の分野若しく
は法律学，経済学，社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する
業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する
活動（この表の教授，芸術，報道，経営・管理，法律・会計業務，医療，研究，教育，企業
内転勤，興行の項に掲げる活動を除く。）

本邦に本店，支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本
邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知
識・国際業務の項に掲げる活動

演劇，演芸，演奏，スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動（この表の経
営・管理の項に掲げる活動を除く。）

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能
を要する業務に従事する活動



在留資格一覧表

在留資格 該当例 在留期間本邦において行うことができる活動

技能実習

１号
イ

ロ

２号
イ

ロ

技能実習生

１年，６月又は法
務大臣が個々に
指定する期間（１
年を超えない範
囲）

文化活動 日本文化の研究者等
３年，１年，６月
又は３月

短期滞在 観光客，会議参加者等

９０日若しくは３０
日又は１５日以
内の日を単位と
する期間

留学
大学，短期大学，高等専
門学校，高等学校，中学
校及び小学校等の学生

４年３月，４年，
３年３月，３年，
２年３月，２年，
１年３月，１年，
６月又は３月

研修 研修生
１年，６月又は
３月

家族滞在
在留外国人が扶養する配
偶者・子

５年，４年３月，
４年，３年３月，
３年，２年３月，
２年，１年３月，
１年，６月又は
３月

特定活動

外交官等の家事使用人，
ワーキング・ホリデー，経
済連携協定に基づく外国
人看護師・介護福祉士候
補者等

５年，４年，３年，
２年，１年，６月，
３月又は法務大
臣が個々に指定
する期間（５年を
超えない範囲）

在留資格 該当例 在留期間

永住者
法務大臣から永住の許可
を受けた者（入管特例法
の「特別永住者」を除く。）

無期限

日本人の
配偶者等

日本人の配偶者・子・特
別養子

５年，３年，１年
又は６月

永住者の
配偶者等

永住者・特別永住者の配
偶者及び本邦で出生し引
き続き在留している子

５年，３年，１年
又は６月

定住者
第三国定住難民，日系３
世，中国残留邦人等

５年，３年，１年，
６月又は法務大
臣が個々に指定
する期間（５年を
超えない範囲）

本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令
で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員が
これらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所
の業務に従事して行う技能等の修得をする活動（これらの職員がこれらの本邦の公
私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得
をする活動を含む。）
法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて
行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき，当該団体の責任及び監理
の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う
技能等の修得をする活動

１号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が，当該技能等に習熟するた
め，法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関にお
いて当該技能等を要する業務に従事する活動
１号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が，当該技能等に習熟するた
め，法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関にお
いて当該技能等を要する業務に従事する活動（法務省令で定める要件に適合する
営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。）

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸につ
いて専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動（この表の
留学，研修の項に掲げる活動を除く。）

本邦に短期間滞在して行う観光，保養，スポ―ツ，親族の訪問，見学，講習又は会合へ
の参加，業務連絡その他これらに類似する活動

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留し
ている者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

本邦の大学，高等専門学校，高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）若しくは特
別支援学校の高等部，中学校（中等教育学校の前期課程を含む。）若しくは特別支援学
校の中学部，小学校若しくは特別支援学校の小学部，専修学校若しくは各種学校又は設
備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動（この表の技能実
習１号，留学の項に掲げる活動を除く。）

この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者（技能実習を除く。）又は
この表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日
常的な活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

本邦において有する身分又は地位

法務大臣が永住を認める者



第９次雇用対策基本計画（抄）
（平成１１年８月１３日閣議決定）

９ 国際化への対応

（４）外国人労働者対策

経済社会のグローバル化に伴い、我が国の企業、研究機関等において

は、世界で通用する専門知識、技術等を有し、異なる教育、文化等を背

景とした発想が期待できる専門的、技術的分野の外国人労働者に対する

ニーズが一層高まっている。このような状況の中で、我が国の経済社会

の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的、技術的分野の外国人

労働者の受入れをより積極的に推進する。

また、我が国の経済、社会等の状況の変化に応じて在留資格及び在留

資格に関する審査基準によって規定される外国人労働者を受け入れる範

囲については今後も見直すこととする。ただし、受入れ国としてみた日

本には、周辺に巨大な人口を有し、かつ経済的に発展途上にある国が多

いことから、巨大な潜在的流入圧力が存在していることに留意すべきで

ある。このため、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情

を勘案しつつ、雇用情勢の悪化等我が国の労働市場の状況を反映して的

確かつ機動的に入国者数を調節できるような受入れの在り方についても

検討する必要がある。

なお、いわゆる単純労働者の受入れについては、国内の労働市場に

かかわる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及

ぼすとともに、送出し国や外国人労働者本人にとっての影響も極めて大

きいと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎

重に対応することが不可欠である。

また、単に少子・高齢化に伴う労働力不足への対応として外国人労働

者の受入れを考えることは適当でなく、まず高齢者、女性等が活躍でき

るような雇用環境の改善、省力化、効率化、雇用管理の改善等を推進し

ていくことが重要である。

（略）

（注）雇用対策法に基づく第９次雇用対策基本計画は、策定から 10年間程度を計画
期間としていたところ，平成１９年の雇用対策法改正において基本計画の根拠

規定が削除されたことから，新たな雇用対策基本計画が策定されることはなく

なっている。



      農林水産省（食料産業局長） 

①実習計画を
共同で申請 

日本料理海外普及人材育成事業実施要領のスキーム 

 特定日本料理調理活
動を終了した外国人調
理師の情報を海外の支
部、会員事業者に伝達
することにより、当該
外国人調理師の現地店
舗での採用等、日本食
及び食文化の普及活動
の機会を提供 

②実習計画を
認定 

⑧受入状況
報告（関係省
庁含む） 

⑩特定日本料
理調理活動を
終了した外国
人調理師に関
する情報を提
供 

日本食レストラン海外
普及推進機構 

⑨活動終了
及び帰国を
報告 

⑤面接 
（監査を補完） 

日本料理の調
理業務に労働
者として従事 

調理の技能
を指導 

法務省、厚生労働省 

受入機関（日本料理の提供事業者） 
 【要件】 
①実習計画を実施できる施設、②健全、安定的な経営状況、 
③労働関係法令等の遵守 等 

外国人調理師（留学生） 
【要件】 
①素行が善良、②日本料理修得の意思・意欲、③１８歳以上 等 

⑦受入状況
報告 

取組実施機関（調理師養成施設） 
 

③監査 
（少なくとも半年に１回） 

④監査 
（必要と認
めるとき） 

⑥相談、
苦情 

【要件】 ①実習計画を策定・実施する人員体制 
       ②健全、安定的な経営状況 



  実習計画の内容 
 

  1 日本料理の知識及び技能の修得のための計画及び施設に関する事項 
  2 在留中の住居の確保に関する事項 
  3 日本料理の指導員及び生活指導員の任命に関する事項 
  4 報酬及び労働・社会保険への加入等を担保する財産的基盤に関する事項 
  5 外国人調理師との面接及び外国人調理師からの生活・労働等に係る相談へ

の対応（苦情処理を含む。）並びに監査の実施に関する事項 
  6 外国人調理師の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置に関する事項 
  7 特定日本料理調理活動の継続が不可能となった場合の措置に関する事項 
 

認定の要件 
 

1 計画の内容が期間全体を通じて効果的な日本料理の知識及
び技能の修得が可能と認められること 

2 日本料理の修得期間を２年以内としていること 
3 受入れ人数を１事業所当たり２人以内としていること 
4 日本人と同等額以上の報酬を受けること 等 



 

1 

総合特区基本方針別表（特例措置ごとに記入願います） 

別表２（地域活性化総合特区において活用することができる規制の特例措置） 

 

番号 法務Ｂ００１ 

特定地域活性化事業の名称 特定伝統料理海外普及事業 

措置区分 告示 

特例措置を講ずべき法令等

の名称及び条項 

出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第７条第１項

第２号 

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表

第一の五の表の下欄（ニに係る部分に限る。）に掲げる活動を定める件

（平成２年法務省告示第１３１号） 

特例措置を講ずべき法令等

の現行規定 

在留資格「特定活動」において，あらかじめ法務省告示で定める活動に，

外国人が，日本国内の料理店で働きながら日本の伝統料理の知識及び技

能を修得するための活動は認められていない。 

特例措置の内容 地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るため，特定伝統料

理（注１）の海外への普及を図ることを目的として，当該特区内におい

て，新たに，特定調理活動（注２）を行うことを可能とするために，在

留資格「特定活動」について，あらかじめ法務省告示で定めている活動

の特例を設ける。 

（注１）「特定伝統料理」とは，地域活性化総合特区内において考案され

広く提供されている我が国の伝統的な料理をいう。 

（注２）「特定調理活動」とは，本邦の公私の機関との契約に基づいて当

該機関の地域活性化総合特別区域内に所在する特定された事業所にお

いて調理に関する技能を要する特定伝統料理の調理に係る業務に従事

する活動をいう。 

同意の要件 １ 指定地方公共団体は，本事業を円滑に実施するため，運営・監督主

体として，対象外国人の受入れ環境の整備等について記載した実施要

領を作成し，法務大臣に報告すること。 

２ 申請人が特定調理活動を行うため受け入れられる本邦の公私の機関

が次のいずれにも該当していること。 

（1）特定伝統料理に係る地域活性化総合特別区域内の産業の発展に資

する取組を他の公私の機関と連携して行っていること。 

（2）申請人が国籍又は住所を有する国において所属する公私の機関

（以下「海外の所属機関」という。）との間で，次の事項につい

て合意し，その内容を明らかにした書面を交換していること（（3）

に該当する場合を除く。）。 

①申請人が海外の所属機関の業務の一環として派遣されること。 

②申請人が帰国後，海外の所属機関の業務に復職すること。 

③本邦において従事する特定調理活動について本邦の公私の機関

と申請人とが雇用契約を締結すること。 
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（3）申請人が国籍又は住所を有する国において飲食店営業を営んでい

る場合は，次の事項の内容を明らかにした特定伝統料理を修得す

るための計画書の提出を受け，本邦において従事する特定調理活

動について当該申請人と雇用契約を締結していること。 

①申請人が営む飲食店営業の業務の一環として特定伝統料理を修

得すること。 

②申請人が帰国後，特定伝統料理等を提供する飲食店営業を営む

こと。 

（4）申請人が特定調理活動を行うための受入れ環境の整備等に関して

指定地方公共団体が策定し法務大臣に報告した次の事項を含む実

施要領を適正に実施することができるものとして当該指定地方公

共団体に指定されていること。 

①特定伝統料理を修得するための計画及び施設に関する事項 

②在留中の住居の確保に関する事項 

③特定伝統料理の指導員及び生活指導員の任命に関する事項 

④報酬及び労働・社会保険への加入等を担保する財産的基盤に関

する事項 

⑤申請人との面接及び申請人からの相談への対応に関する事項 

⑥申請人の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置（申請人が帰国

旅費を支弁できない場合に指定地方公共団体が負担することを

含む。）に関する事項 

⑦特定調理活動の継続が不可能となった場合の措置（特定調理活

動の継続のために指定地方公共団体が新たな本邦の公私の機関

の確保に努めることを含む。）に関する事項 

（5）特定伝統料理を修得するための期間を２年以内としていること。 

（6）特定調理活動を行う者の受入れ人数を一事業所当たり２人以内と

していること。 

（7）過去３年間に外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行ったこ

とがないこと。 

３ 申請人が次のいずれにも該当していること。 

（1）海外の所属機関又は調理に関する第三者機関の推薦又は説明によ

り，調理における技能を有し，素行が善良であると認められるこ

と。 

（2）特定伝統料理を修得する意思及び帰国後，特定伝統料理を世界へ

発信する意思を有すること。 

（3）特定調理活動に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以

上の報酬を受けること。 

特例措置に伴い必要となる

手続 

特になし。 
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